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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の水結合材比および強度を有する高強度コンクリートからなり、柱の断面中央部に
配置される柱中央部と、
　前記高強度コンクリートに比べて水結合材比が高く強度が低いコンクリートからなり、
前記柱中央部の側面の全面を覆うように柱の断面外周部に配置されて前記柱中央部に一体
結合された柱外周部とを有し、
　柱主筋が前記柱外周部のみに配置され、
　前記柱中央部と前記柱外周部との接合面が、前記柱中央部の外周面に形成されてコッタ
ー式継手をなす凹部を仕口部のみに有し、且つ他の部分においては材軸方向について平坦
とされたことを特徴とする複合柱構造。
【請求項２】
　前記柱中央部がプレキャストコンクリートであり、
　前記柱外周部が、前記柱中央部の周囲に打設された前記コンクリートからなるプレキャ
ストコンクリートであり、
　前記柱外周部の外周面がコッター式継手により梁を接合させるための凹部を仕口部のみ
に有することを特徴とする、請求項１に記載の複合柱構造。
【請求項３】
　前記柱中央部が２階層分の長さを有するプレキャストコンクリートであり、
　前記柱中央部と前記柱外周部との接合面が、各階の仕口部に前記凹部を有し、
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　前記柱外周部が階層ごとに現場打ちされたコンクリートからなることを特徴とする、請
求項１に記載の複合柱構造。
【請求項４】
　複合柱の構築方法であって、
　所定の水結合材比および強度を有する高強度コンクリートを打設し、柱主筋が配置され
ない柱の断面中央部に配置される柱中央部を、外周面の仕口部のみに凹部が形成され、且
つ外周面の他の部分が材軸方向について平坦になるように構築するステップと、
　前記柱主筋および当該柱主筋を囲繞する帯鉄筋を含む鉄筋を前記柱中央部の外周に組立
てるステップと、
　前記高強度コンクリートに比べて水結合材比が高く強度が低いコンクリートを前記柱中
央部の外周に打設し、前記柱中央部の側面を全周にわたって覆い且つ前記柱主筋および帯
鉄筋を埋め込む柱外周部を、前記凹部がなすコッター式継手により前記柱中央部に一体結
合されるように構築するステップと
を含むことを特徴とする複合柱の構築方法。
【請求項５】
　前記柱中央部を構築するステップは、プレキャストコンクリートで前記柱中央部を製作
するステップと、製作された前記柱中央部を柱の断面中央部に配置するステップとを含み
、
　前記柱中央部を構築するステップと前記鉄筋を組立てるステップと前記柱外周部を構築
するステップとを繰り返し、前記柱中央部が複数階にわたって連続するように多層建物の
少なくとも下層の複数階に前記複合柱を構築することを特徴とする、請求項４に記載の複
合柱の構築方法。
【請求項６】
　前記柱中央部を、２階層分の長さを有し、且つ各階の仕口部に前記凹部を有するように
製作し、
　前記柱外周部を、階層ごとに現場打ちしたコンクリートにより構築することを特徴とす
る、請求項５に記載の複合柱の構築方法。
【請求項７】
　前記柱中央部を製作するステップでは、前記柱中央部の側面から突出するように中間帯
鉄筋を配置し、
　前記柱中央部を配置するステップでは、上部に配置された中間帯鉄筋を係止して前記柱
中央部を揚重するとともに、下部に配置された中間帯鉄筋に下階の前記柱主筋を係合させ
て前記柱中央部の位置決めを行うことを特徴とする、請求項５または請求項６に記載の複
合柱の構築方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、断面中央部が高強度コンクリートからなり断面外周部が比較的低強度のコン
クリートからなる異種強度コンクリートによる複合柱構造および複合柱の構築方法に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　近年、コンクリートの高強度化に関する研究開発が盛んに行われており、高性能ＡＥ減
水剤による水セメント比の低減や各種混和材の配合による水結合材比の低減によってコン
クリート強度が飛躍的に高くなっている。高強度コンクリートの強度は、セメントや混和
材の種類にもよるが、一般に、水結合材比が小さくなるほど高くなる。このようなコンク
リートの高強度化は、建物の超高層化や柱断面の縮小化を可能にし、現在では高層建物に
おいて広く使用されるまでに至っている。
【０００３】
　一方で、高強度コンクリートは組織が緻密になるために火災時に表面部分が爆裂を起こ



(3) JP 6012353 B2 2016.10.25

10

20

30

40

50

し易いことが指摘されている。爆裂のメカニズムは必ずしも明らかになっているとは言え
ないが、火災による熱応力の上昇および水蒸気圧の上昇が爆裂の主な原因と考えられてい
る。そのため、建物の躯体に高強度コンクリートを用いる場合には、火災時の熱応力を緩
和するべく躯体の表面を耐火被覆する、或いは火災時の水蒸気圧を緩和すべくコンクリー
ト中に合成繊維を混入するなどといった対策を採る必要がある。
【０００４】
　このような耐火性能を考慮したものではないが、躯体の芯部分に高強度コンクリートを
用い、躯体の表面を高強度コンクリート以外の素材で構成した構造として、躯体の芯部分
を構成するプレキャストコンクリート部材の外方に主筋を配置し、主筋とプレキャストコ
ンクリート部材とを被覆するように現場打ちコンクリートによって躯体の外側部分を構築
した複合鉄筋コンクリート構造が提案されている（特許文献１参照）。この複合鉄筋コン
クリート構造では、芯部分のプレキャストコンクリート部材に高強度コンクリートを用い
る他、プレキャストコンクリート部材に高強度鉄筋からなる主筋を配置することで、通常
の鉄筋コンクリート造に対してさらなる高強度化を図っている。
【０００５】
　同様に耐火性能は考慮していないが、柱の断面積を小さくするために類似の構造を採用
した例として、鉄筋コンクリート柱の内部にプレキャスト高強度コンクリート芯材を配置
した高軸力用の鉄筋コンクリート柱が提案されている（特許文献２参照）。この鉄筋コン
クリート柱では、プレキャスト高強度コンクリート芯材にＰＣケーブルやＰＣ鋼棒を配置
することで引張応力の緩和をも図っている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開昭５８－１９９９５７号公報
【特許文献２】特開昭６１－４９０５１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、高強度コンクリートでは、強度が高くなるにつれて弾性ひずみやクリープひ
ずみ、乾燥収縮ひずみが小さくなる一方、自己収縮ひずみが大きくなる傾向がある。した
がって、高強度コンクリートは、自己収縮を拘束されると通常のコンクリートに比べてひ
び割れを生じやすい。つまり、特許文献１や２のように、高強度コンクリートからなる躯
体の芯部分に材軸方向に延びる主筋やＰＣ鋼材が配置されていると、これらが高強度コン
クリートの材軸方向の自己収縮を拘束してしまい、ひび割れが発生し易くなる。
【０００８】
　本発明は、このような背景に鑑みなされたものであり、柱の断面積を小さくできるうえ
、耐火性能を確保するとともにひび割れの発生を効果的に防止できる柱構造およびその構
築方法を提供することをその目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために、本発明の一側面によれば、水結合材比が比較的低い高強度
コンクリートからなり、柱の断面中央部に配置される柱中央部（２）と、前記高強度コン
クリートに比べて水結合材比が高い比較的低強度のコンクリートからなり、前記柱中央部
の側面の全面を覆うように柱の断面外周部に配置される柱外周部（３）とを有する複合柱
（１）であって、柱主筋（４）が前記柱外周部のみに配置されている構成とする。ここで
、高強度コンクリートとは、水結合材比が比較的低いことによって高強度を実現するコン
クリートのことであり、結合材以外の物質を混入することによって高強度を実現するコン
クリートは含まない。
【００１０】
　このような構成の複合柱とすることにより、柱の断面積を小さくすることができるうえ
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、柱の耐火性能を確保することもできる。また、柱中央部は柱主筋に拘束されることがな
いため、高強度コンクリートを自由に自己収縮させることができ、自己収縮に起因するひ
び割れが柱中央部に発生することを防止できる。
【００１１】
　また、本発明の一側面によれば、前記柱中央部（２）が２階層分の長さ（Ｌ２）を有す
るプレキャストコンクリートである構成とすることができる。
【００１２】
　この構成によれば、柱中央部の製品本数を減らすことができ、柱中央部の運搬や設置に
要する労力および時間を削減できる。
【００１３】
　また、本発明の一側面によれば、前記柱中央部と前記柱外周部とが仕口部（２Ａ）に設
けられたコッター式継手（８）により一体結合されている構成とすることができる。
【００１４】
　この構成によれば、梁から柱外周部に伝達する荷重を柱中央部にも確実に伝達させるこ
とができ、複合柱の圧縮強度を有効に高めることができる。
【００１５】
　また、上記課題を解決するために、本発明の一側面によれば、複合柱（１）の構築方法
であって、水結合材比が比較的低い高強度コンクリートを打設し、柱主筋（４）が配置さ
れない柱の断面中央部に配置される柱中央部（２）を構築するステップと、柱の外周縁近
傍に配置される柱主筋（４）および当該柱主筋を囲繞する帯鉄筋（５）を含む鉄筋を組立
てるステップと、前記高強度コンクリートに比べて水結合材比が高い比較的低強度のコン
クリートを打設し、柱の断面外周部の全周にわたって配置され且つ前記柱主筋および帯鉄
筋を埋め込む柱外周部（３）を構築するステップとを含む構成とすることができる。
【００１６】
　このような手順で複合柱を構築することにより、柱の断面積を小さくすることができる
うえ、柱の耐火性能を確保することもできる。また、柱中央部は柱主筋に拘束されること
がないため、高強度コンクリートを自由に自己収縮させることができ、自己収縮に起因す
るひび割れが柱中央部に発生することを防止できる。
【００１７】
　また、本発明の一側面によれば、前記複合柱が多層建物（１０）を構成し、前記柱中央
部（２）を構築するステップは、プレキャストコンクリートで前記柱中央部を製作するス
テップと、柱の断面中央部に当該製作された柱中央部を配置するステップとを含み、前記
柱中央部を構築するステップと前記鉄筋を配置するステップと前記柱外周部を構築するス
テップとを繰り返し、前記柱中央部（２）が複数階にわたって連続するように前記多層建
物の少なくとも下層の複数階に前記複合柱を構築する構成とすることができる。
【００１８】
　この方法によれば、柱中央部の製作を工場などで行えるため、高強度コンクリートの品
質管理を容易にすることができる。また、高強度コンクリートは供給地や供給時間などに
制限があるため、多層建物の立地や工程によってはその使用自体が困難な場合もあるが、
柱中央部をプレキャストコンクリートとすることでこのような問題を解消することができ
る。
【００１９】
　また、本発明の一側面によれば、前記柱中央部を２階層分の長さ（Ｌ２）に製作する構
成とすることができる。
【００２０】
　この方法によれば、柱中央部の製品本数を減らすことができ、柱中央部の運搬や設置に
要する労力および時間を削減できる。
【００２１】
　また、本発明の一側面によれば、前記柱中央部を製作するステップでは、前記柱中央部
（２）の側面から突出するように中間帯鉄筋（６）を配置し、前記柱中央部を配置するス
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テップでは、上部に配置された中間帯鉄筋を係止して前記柱中央部を揚重するとともに、
下部に配置された中間帯鉄筋に下階の柱主筋（４）を係合させて前記柱中央部の位置決め
を行う構成とすることができる。
【００２２】
　柱中央部のひび割れは、材軸方向の自己収縮を拘束されることが主な発生原因である。
そこで、このように材軸直角方向に延在する中間帯鉄筋を柱中央部に配置することにより
、ひび割れの発生を招くことなく、中間帯鉄筋を利用した柱中央部の揚重や位置決めが可
能になり、施工を容易にすることができる、或いは、専用の吊り治具や位置決め治具の設
置を省略することができる。
【発明の効果】
【００２３】
　このように本発明によれば、柱の断面積を小さくできるうえ、耐火性能を確保するとと
もにひび割れの発生を効果的に防止できる複合柱構造および複合柱の構築方法を提供する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明に係る複合柱の断面図
【図２】変形例に係る複合柱の断面図
【図３】図２に示す柱中央部の側面図
【図４】図２に示す複合柱の変形例に係る柱中央部の側面図
【図５】図２に示す複合柱の他の変形例に係る柱中央部の側面図
【図６】図５に示す柱中央部の運搬状態の説明図
【図７】図３に示す柱中央部の変形例に係る側面図
【図８】他の変形例に係る複合柱の断面図
【図９】本発明に係る複合柱を適用した構築中の多層建物の概略側面図
【図１０】本発明に係る複合柱における長期荷重の伝達経路を示す模式図
【図１１】本発明に係る複合柱における地震荷重時の圧縮ストラットを示す模式図
【図１２】変形例に係る複合柱を適用した構築中の多層建物の概略側面図
【図１３】本発明に係る複合柱の構築方法の説明図
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、本発明に係る複合柱構造の実施形態について、図面を参照しながら詳細に説明す
る。
【００２６】
　図１に示すように、複合柱１は、断面中央部に配置される方形断面の柱中央部２と、柱
中央部２の側面の全面を覆うように断面外周部に配置される外縁が方形の柱外周部３とを
有する。柱中央部２は、水結合材比が比較的低く強度が比較的高い高強度コンクリートか
らなり、実質的に無筋コンクリート造である。一方、柱外周部３は、柱中央部２に比べて
水結合材比が高く強度が低いコンクリート（以下、普通コンクリートと称する。）からな
る鉄筋コンクリート造である。ここで、高強度コンクリートとは、普通コンクリートに比
べて水結合材比が低く強度が高いコンクリートを意味しており、水結合材比の上限値およ
び強度の下限値を定めるものではない。柱中央部２を構成する高強度コンクリートと柱外
周部３を構成する普通コンクリートとは、どちらが先に打設されていてもよいが、後に打
設される側のコンクリートの付着によって一体となっている。
【００２７】
　柱外周部３には、複合柱１の外周縁近傍に配置され、材軸方向に延在する複数（ここで
は２４本）の柱主筋４と、複数の柱主筋４を囲繞するように材軸方向に所定間隔をおいて
配置された方形の複数の帯鉄筋５（せん断補強筋）とが埋め込まれている。つまり、柱主
筋４および帯鉄筋５が柱外周部３のみに配置されている。柱外周部３は、柱主筋４および
帯鉄筋５の内方および外方に所定のかぶり厚ｔ１、ｔ２を確保できる厚さとされる。
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【００２８】
　このように、複合柱１は、断面の一部に高強度コンクリートが用いられていることによ
り、高強度コンクリートが用いられていない形態（柱外周部３を構成する普通コンクリー
トにより全断面が構成されている形態）に比べ、圧縮強度を大きくでき、同一圧縮強度を
得るために必要な柱断面積を小さくすることができる。また、高強度コンクリートからな
る柱中央部２が柱外周部３により被覆されているため、複合柱１の表面部分は火災時に爆
裂を起こし難くなっており、複合柱１の耐火性能が確保される。
【００２９】
　さらに、柱中央部２の高強度コンクリートは、柱主筋４に拘束されることがないため、
自由に自己収縮でき、ひび割れが発生することを防止できる。なお、柱中央部２は、完全
な無筋コンクリートである必要はなく、ここで言う無筋コンクリートとは、高強度コンク
リートの材軸方向の自己収縮を拘束する柱主筋４やＰＣ鋼材を含まないことを意味してお
り、断面方向に延在する後述する中間帯鉄筋６が埋め込まれたものや、材軸方向に延在す
る鉄筋であっても段取り筋のように構造計算で考慮されない鉄筋が埋め込まれたものと排
除するものではない。
【００３０】
　ひび割れ防止の観点からすれば、複合柱１は次のようにするのが好ましい。すなわち、
先に柱外周部３の普通コンクリートを打設した後にその内側に柱中央部２の高強度コンク
リートを打設する場合、高強度コンクリートの柱外周部３への付着が高強度コンクリート
の材軸方向の自己収縮を拘束することのないように、柱外周部３の内側面すなわち柱外周
部３と柱中央部２との接合面を材軸方向について平坦にするとよい。
【００３１】
　一方、先に柱中央部２の高強度コンクリートを打設した後にその外側に柱外周部３の普
通コンクリートを打設する場合、柱中央部２に付着する柱外周部３の普通コンクリートが
柱中央部２の高強度コンクリートの自己収縮を拘束しないように、柱外周部３との接合面
を材軸方向について平坦にすることに加え、高強度コンクリートの自己収縮がある程度進
行した後に柱外周部３の普通コンクリートを打設するようにするとよい。
【００３２】
　先に高強度コンクリートを打設する場合には、柱中央部２をプレキャストコンクリート
製品として工場などで予め製作しておくとよい。このようにすれば、品質管理が普通コン
クリートに比べて煩雑な高強度コンクリートの品質管理を容易にすることができる。その
うえ、柱外周部３の普通コンクリートを現場打ちとする場合にも、現場施工時に待ち時間
を発生させることなく高強度コンクリートの自己収縮を相当程度進行させることができる
。一方、柱外周部３の普通コンクリートをも工場などで打設し、複合柱１の全体をプレキ
ャストコンクリート製品とすることももちろん可能である。
【００３３】
　一方、先に柱外周部３の普通コンクリートを打設する場合にも、両コンクリートをプレ
キャストコンクリートとして工場などで予め製作してもよい。また、先に柱外周部３の普
通コンクリートを打設する場合にも、先にコンクリートを打設する柱外周部３のみをプレ
キャストコンクリートとして工場などで予め製作してもよい。
【００３４】
　先に柱中央部２の高強度コンクリートを工場などで打設し、後に打設する柱外周部３の
普通コンクリートを現場打ちとする場合には、さらに、柱中央部２のプレキャストコンク
リート製品を２階層分の長さＬ２（図１２参照）を有するようにするとよい。柱中央部２
の断面は比較的小さいため、このようにすることにより、通常の運搬車両や揚重設備での
運搬や揚重を可能にしたまま柱中央部２の製品本数を減らすことができるため、柱中央部
２の運搬や設置に要するコスト、労力および時間が削減される。
【００３５】
　図２および図３を参照して、図１に示した複合柱１の変形例について説明する。なお、
上記実施形態と重複する要素には同一の符号を付し、重複する説明は省略する。以下に示
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す複合柱構造の変形例および複合柱構築方法の変形例においても同様とする。
【００３６】
　図２に示すように、この複合柱１は、すべての柱主筋４を囲繞する帯鉄筋５に加え、一
部の柱主筋４のみを囲繞する長方形の中間帯鉄筋６（せん断補強筋）を有している。中間
帯鉄筋６は、材軸に直交する平面上に延在し且つ柱中央部２を一方向に貫通して柱中央部
２の互いに対向する一対の側面から突出するように配置される。
【００３７】
　この複合柱１を構築する際には、少なくとも柱中央部２をプレキャストコンクリートと
して予め工場などで製作し、柱外周部３の普通コンクリートを後から打設するとよい。こ
のようにすることにより、柱中央部２から突出する鉄筋が配置されていても、高強度コン
クリートが材軸方向に自由に自己収縮できる。なお、柱中央部２の高強度コンクリートを
打設した後には、中間帯鉄筋６が型枠により拘束されることを回避するために、所期の強
度が発現した後速やかに脱型するのが好ましい。
【００３８】
　図３に示すように、柱中央部２はここでは１階層分の長さＬ１（図９を併せて参照）を
有するプレキャストコンクリート製品とされている。柱中央部２の上端は、複合柱１と梁
１１との接続部である仕口部２Ａを構成しており、この仕口部２Ａには、梁主筋１３（図
９参照）を挿通させるための貫通孔７が形成されるとともに、梁１１が接合する各側面（
ここでは４面）にコッター式継手８を構成する凹部９が形成されている。つまり、想像線
で示す柱外周部３がコッター式継手８により柱中央部２と一体結合される。中間帯鉄筋６
は、仕口部２Ａの梁主筋１３が通る部分を除いた部分と仕口部２Ａの下方の柱主部２Ｂと
に、帯鉄筋５（図２）と同じピッチで上下方向に一列に複数配置される。
【００３９】
　複合柱１をこのように構成しても、図１に示す複合柱１と同様の効果を得ることができ
る。また、プレキャストコンクリート製品である柱中央部２の取り扱いを容易にすること
ができる。つまり、柱中央部２の運搬時には一側面から突出する上下一対の中間帯鉄筋６
を係止して柱中央部２を揚重することができ、柱中央部２の現場設置時には、上部に配置
された中間帯鉄筋６の両端部（対向する側面からそれぞれ突出する部分）を係止して柱中
央部２を揚重できるとともに、下部に配置された中間帯鉄筋６に下階の柱主筋４を係合さ
せて柱中央部２の位置決めを行うことができる。
【００４０】
　或いは図２に示す複合柱１を図４や図５に示すように構成してもよい。図４に示す複合
柱１では、中間帯鉄筋６が、仕口部２Ａの梁主筋１３が通る部分を除いた部分に適宜の数
量（ここでは３本）配置されるとともに、柱主部２Ｂの最下部に適宜の数量（ここでは１
本）配置される。複合柱１をこのように構成しても、図３に示す複合柱１と同様の効果を
得ることができる。
【００４１】
　図５に示す複合柱１では、中間帯鉄筋６が、柱主部２Ｂの最上部と柱主部２Ｂの下部中
央寄りと柱主部２Ｂの最下部との３箇所に配置される。複合柱１をこのように構成しても
、図３および図４に示す複合柱１と同様の効果を得ることができる。すなわち、柱中央部
２の運搬時には、図６に実線で示すうように、一側面から突出する上側２つの中間帯鉄筋
６を吊り金具１５で係止して柱中央部２を揚重することができ、柱中央部２の現場設置時
には、図６に想像線で示すように、最上部に配置された中間帯鉄筋６の両端部（対向する
側面からそれぞれ突出する部分）を吊り金具１５で係止して柱中央部２を揚重できるとと
もに、最下部に配置された中間帯鉄筋６に下階の柱主筋４を係合させて柱中央部２の位置
決めを行うことができる。
【００４２】
　図３～図５には、梁主筋１３を配置できるように柱中央部２に梁主筋１３を挿通させる
ための貫通孔７を形成する形態を示したが、図７に示すように、高強度コンクリートの打
設前に適宜な長さの差込梁主筋１４を予め配置しておき、柱中央部２に差込む形態として
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もよい。
【００４３】
　図８を参照して、図１に示した複合柱１の他の変形例について説明する。この複合柱１
は、すべての柱主筋４を囲繞する帯鉄筋５に加え、一部の柱主筋４のみを囲繞する長方形
の中間帯鉄筋６を、互いに直交する２方向に有している。両中間帯鉄筋６はそれぞれ、材
軸に直交する平面上に延在し且つ柱中央部２を一方向に貫通して柱中央部２の互いに対向
する一対の側面から突出するように配置される。
【００４４】
　両中間帯鉄筋６の材軸方向の配置は、図３～図５に示したいずれかの形態のようにして
もよく、他の形態としてもよい。図３のように帯鉄筋５と同じピッチで中間帯鉄筋６を設
ける場合には、帯鉄筋５のピッチで両中間帯鉄筋６を配置してもよく、それ以外のピッチ
、例えば両中間帯鉄筋６のピッチを帯鉄筋５の２倍のピッチとし、各方向の中間帯鉄筋６
を交互に配置したり、或いは両中間帯鉄筋６を同一位置に配置したりしてもよい。
【００４５】
　次に、本発明に係る複合柱１の構築手順について説明する。
【００４６】
　まず、図９を参照しながら多層建物１０に適用される複合柱１の一構築手順について説
明する。この例では、柱中央部２を１階層分の長さＬ１（下階の梁１１の上面からその階
の梁１１の上面までの階高）のプレキャストコンクリート製品とし、柱外周部３の普通コ
ンクリートを現場打ちとしている。
【００４７】
　まず、プレキャスト工場にて、図２～図８に示したような柱中央部２を製作する。すな
わち、中間帯鉄筋６を柱中央部２の型枠の側面から突出するように配置し、主筋を配置し
ない状態で、柱中央部２の型枠内に水結合材比が比較的低い高強度コンクリートを打設し
、柱中央部２の材軸方向の自己収縮を拘束しないように所定のコンクリート強度の発現を
待って型枠を速やかに解体する。なお、コッター式継手８を構成する凹部９は柱中央部２
の上端近傍に配置されるが、凹部９を形成する型枠凸部が柱中央部２の初期の自己収縮を
拘束することを勘案すると、型枠を上下逆さまにした状態（凹部９が下端近傍に位置する
状態）で高強度コンクリートを打設するとよい。
【００４８】
　次に、製作した柱中央部２を現場に搬入して複合柱１の断面中央部に配置する。この際
、図６に関連して説明したように、上部に配置された中間帯鉄筋６を係止して柱中央部２
を揚重するとともに、下部に配置された中間帯鉄筋６に下階から延びる柱主筋４を係合さ
せて柱中央部２の位置決めを行うとよい。なお、柱中央部２を載置する面には、高強度無
収縮モルタルなどを敷設するとよい。柱中央部２の固定は、柱主筋４および柱型枠の位置
固定により行われるが、このような固定を行うまでは、後述する梁主筋１３の接合などの
適宜な仮固定手段により柱中央部２を仮固定する。
【００４９】
　その後、柱中央部２の外周に柱主筋４および当該柱主筋４を囲繞する帯鉄筋５を含む鉄
筋を配置するとともに梁鉄筋１２を組立て、複合柱１および梁１１の図示しない型枠を組
立てる。柱中央部２に適宜な長さの差込梁主筋１４を差込んでいる場合、この差込梁主筋
１４に継手手段を介して梁主筋１３を接合する。一方、柱中央部２に梁主筋１３を挿通す
るための貫通孔７を設けている場合、この貫通孔７に梁主筋１３を挿通した状態で貫通孔
７にグラウトを注入し、梁主筋１３を柱中央部２に接合する。柱型枠は控えサポートを設
置して傾きを防止し、柱型枠と帯鉄筋５との間および柱主筋４と柱中央部２の外側面との
間のかぶり厚ｔ１、ｔ２（図１）を確保するための図示しないスペーサを設置することで
柱中央部２を固定し、高強度コンクリート打設時における柱中央部２の転倒を防止する。
【００５０】
　そして、柱中央部２に比べて水結合材比が高く強度が低い普通コンクリートを型枠内に
打設し、普通コンクリートによって柱主筋４および帯鉄筋５を埋め込み且つ柱中央部２の
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側面の全面を覆うように柱外周部３および梁１１を構築する。なお、梁１１とともにスラ
ブについても同時にコンクリートを打設するとよい。その後、型枠を取り外し、上層階に
ついて上記手順を繰り返し、柱中央部２が複数階にわたって連続するように多層建物１０
の少なくとも下層の複数階に複合柱１を構築する。
【００５１】
　このように柱中央部２が主筋を有しない高強度コンクリートにより構築され、柱外周部
３が柱主筋４を有する比較的低強度の普通コンクリートにより構築された複合柱１におけ
る荷重負担について図１０および図１１を参照して説明する。
【００５２】
　図１０に示すように、平常時の長期荷重は、上方から伝達される荷重Ｎに加え、柱外周
部３に伝達する各階の梁１１の荷重ＱＲ１、ＱＬ１～ＱＲ３、ＱＬ３がコッター式継手８
を介して柱中央部２に伝達する。したがって、下層階ほど荷重が大きくなり、上方から荷
重Ｎが加わっている図示の複合柱１の最下階では、荷重はＮ＋Σ（Ｑ１＋Ｑ２＋Ｑ３）と
なる。柱中央部２は、圧縮強度が柱外周部３よりも大きいため、弾性ひずみやクリープひ
ずみが小さく、単位面積当たりの荷重が柱外周部３の単位面積当たりの荷重よりも大きく
なる。つまり、長期荷重は主として高強度の柱中央部２が負担することになる。
【００５３】
　一方、地震荷重時には、図１１に示すように、複合柱１に軸方向力が付加され、圧縮ス
トラット１６が柱頭（仕口の下端）および柱脚（仕口の上端）において左右の異なる端部
を通るようになる。つまり、曲げモーメントが大きくなる柱頭および柱脚では、低強度側
の柱外周部３が曲げ圧縮域となり、地震時の圧縮荷重は主として柱外周部３が負担するこ
とになる。
【００５４】
　このように、主筋が配置されない断面中央部に高強度コンクリートからなる柱中央部２
を構築し、柱中央部２の外周に柱主筋４などを配置したうえで柱中央部２に比べて水結合
材比が高く強度が低い普通コンクリートからなる柱外周部３を構築して複合柱１を構築す
ることにより、所定の長期荷重および地震荷重に対応した柱の断面積を小さくすることが
できるうえ、柱の耐火性能を確保することができる。また、柱中央部２は柱主筋４に拘束
されないため、高強度コンクリートが自由に自己収縮でき、柱中央部２にひび割れが発生
することもない。
【００５５】
　なお、上記したように高強度コンクリートとは、水結合材比が比較的低いことによって
高強度を実現するコンクリートのことであり、結合材以外の物質を混入することによって
高強度を実現するコンクリートは含まないため、高強度コンクリートの混合攪拌や取り扱
いが困難になったり、材料コストがむやみに高くなったりすることはない。
【００５６】
　また上記実施形態では、柱中央部２を工場などで製作するプレキャストコンクリートと
しており、これにより、高強度コンクリートの品質管理を容易にすることができるうえ、
多層建物１０の建設地や施工時間などに制限がある場合であっても高強度コンクリートを
用いた柱中央部２の構築が可能になる。
【００５７】
　さらに上記実施形態では、柱中央部２に中間帯鉄筋６を配置し、図６に示したように、
柱中央部２を配置する際には上部に配置された中間帯鉄筋６を係止して揚重し、柱中央部
２の位置決めを行う際には下部に配置された中間帯鉄筋６に下階の柱主筋４を係合させる
ようにしたことにより、柱中央部２におけるひび割れの発生を招くことなく、施工の容易
化、或いは、専用の吊り治具や位置決め治具の省略が可能となっている。
【００５８】
　多層建物１０に適用される複合柱１の一構築手順の変形例として、図１２に示すように
、柱中央部２を２階層分の長さＬ２（下階の梁１１の上面から構築しようとする階の１階
上の階の梁１１の上面までの２階層分の階高）のプレキャストコンクリート製品とし、柱
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外周部３の普通コンクリートを１階層ごとの現場打ちとして複合柱１を構築してもよい。
このような構築方法においては、各手順を上記構築手順と同様に行えばよいが、１階層目
の柱外周部３の構築の後、柱中央部２の配置を行うことなく２階層目の柱外周部３の構築
を行う。このように柱中央部２を２階層分の長さＬ２のプレキャストコンクリート製品と
することにより、柱中央部２を構成するプレキャストコンクリート製品の本数を減らすこ
とができ、柱中央部２の運搬や設置に要する労力および時間を削減することができる。
【００５９】
　さらに、図１３に示すように、複合柱１全体をプレキャストコンクリート製品として構
築する形態とすることもできる。この場合、上記手順と同様に、プレキャスト工場にて、
まず中間帯鉄筋６を柱中央部２の型枠の側面から突出するように配置し、主筋を配置しな
い状態で高強度コンクリートを打設して柱中央部２を製作した後、続けてプレキャスト工
場にて、図１３（Ａ）に示すように、柱中央部２の外周に柱主筋４および当該柱主筋４を
囲繞する帯鉄筋５を含む鉄筋を配置し、図示しない柱外周部３の型枠を組立てる。柱主筋
４の下端には継手４ａを取り付けておき、柱主筋４の上端を、上層階の柱主筋４の継手４
ａに接続できるように柱外周部３の上面よりも上方に突出させておく。その後、柱中央部
２に比べて水結合材比が高く強度が低い普通コンクリートを型枠内に打設し、図１３（Ｂ
）に示すように、柱中央部２の側面の全面が柱外周部３により覆われた複合柱１を製作す
る。複合柱１全体をプレキャストコンクリート製品とする場合には、複合柱１と梁１１（
図９～図１２）とをコッター式継手により接合するために、柱外周部３の側面にも凹部１
７を形成する。
【００６０】
　このように複合柱１の全体をプレキャストコンクリートとする場合、柱外周部３の普通
コンクリートは自己収縮が小さいこと、および柱主筋４の上端が上方に突出していること
から、柱外周部３の普通コンクリートを打設する際には、図１３（Ｂ）に示すように仕口
部２Ａを上方にした状態（設置状態の向き）で行えばよい。一方、図１３（Ａ）に示す柱
中央部２の高強度コンクリートを打設する際には、上記同様に自己収縮の拘束を回避する
ために、コッター式継手８を構成する凹部９が下端近傍に位置する状態（図示の状態と上
下逆さまの状態）で行うとよい。
【００６１】
　製作した複合柱１は、現場に搬入した後、柱中央部２が下階の柱中央部２と連続するよ
うに配置されるとともに、柱主筋４がその下端に設けられた継手４ａを介して下階の柱主
筋４と接続されることにより、所定の位置に構築される。
【００６２】
　複合柱１をこのように構築しても、断面積を小さくすることができるうえ、耐火性能を
確保することができる。また、柱中央部２が柱主筋４に拘束されないため、高強度コンク
リートを自由に自己収縮させることができ、柱中央部２でのひび割れの発生を防止できる
。
【００６３】
　以上で具体的実施形態についての説明を終えるが、本発明はこれらの実施形態に限定さ
れるものではなく、各要素の具体的形状や、配置、数量、および作業手順の順序などは、
本発明の趣旨を逸脱しない範囲で適宜変更可能である。また、上記実施形態に示した本発
明に係る複合柱１構造の各要素や複合柱１の構築手順の各要素は、必ずしも全てが必須で
はなく、適宜取捨選択可能である。
【符号の説明】
【００６４】
　１　　　複合柱
　２　　　柱中央部
　２Ａ　　仕口部
　３　　　柱外周部
　４　　　柱主筋
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　５　　　帯鉄筋
　６　　　中間帯鉄筋
　８　　　コッター式継手
　１０　　多層建物

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】
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